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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

第 5節 生活 

 

第 1 目標 

 具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自

然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分の生活について考

えさせるとともに，その過程において生活上必要な習慣や技能を

身に付けさせ，自立への基礎を養う。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 各学年の目標及び内容 

〔第 1学年及び第 2学年〕 

1 目標 

（1） 自分と身近な人々 及び地域の様々な場所，公共物などと

のかかわりに関心をもち，地域のよさに気付き，愛着をもつこ

とができるようにするとともに，集団や社会の一員として自分

の役割や行動の仕方について考え，安全で適切な行動ができる

ようにする。 

 

第 5節 生活 

 

第 1 目標 

具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え

方を生かし，自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を次

のとおり育成することを目指す。 

(1) 活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及

び自然の特徴やよさ，それらの関わり等に気付くとともに，生

活上必要な習慣や技能を身に付けるようにする。 

(2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自

身や自分の生活について考え，表現することができるようにす

る。 

(3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をも

って学んだり生活を豊かにしたりしようとする態度を養う。 

 

 

第 2 各学年の目標及び内容 

〔第 1学年及び第 2学年〕 

１ 目標 

(1) 学校，家庭及び地域の生活に関わることを通して，自分と身

近な人々，社会及び自然との関わりについて考えることがで

き，それらのよさやすばらしさ，自分との関わりに気付き，地

域に愛着をもち自然を大切にしたり，集団や社会の一員として

安全で適切な行動をしたりするようにする。 

●見方・考え方とは… 

・生活科の見方考え方 

「身近な人々，社会及

び時分との関わりで捉

え，比較，分類，関連

付け，試行，予測，工

夫することなどを通し

て，自分自身や自分の

生活について考えるこ

と」 

●「自立への基礎」 

・「自立への基礎」は

幼児教育へ。 

➝生活科では，「自立

し生活を豊かに」 

 

 

●資質・能力（三つの

柱） 

 目標は資質・能力の

三つの柱（生活科）に

対応。 

(1)「知識及び技能の基

礎」（習慣や技能） 

(2)「思考力，判断力，
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

（2）自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をも

ち，自然のすばらしさに気付き，自然を大切にしたり，自分た

ちの遊びや生活を工夫したりすることができるようにする。 

 

（3）身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通し

て，自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活す

ることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうと

ともに，それらを通して気付いたことや楽しかったことなどに

ついて，言葉，絵，動作，劇化などの方法により表現し，考え

ることができるようにする。 

 

2 内容 

 

 

 

 

(2) 身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わったりするこ

とを通して，それらを工夫したり楽しんだりすることができ，

活動のよさや大切さに気付き，自分たちの遊びや生活をよりよ

くするようにする。 

(3) 自分自身を見つめることを通して，自分の生活や成長，身近

な人々の支えについて考えることができ，自分のよさや可能性

に気付き，意欲と自信をもって生活するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

2 内容 

１の資質・能力を育成するため，次の内容を指導する。 

〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕 

 

 

表現力の基礎」（考

え，表現） 

(3)「学びに向かう力，

人間性」（態度） 

●目標の構造 

・領域的目標 

(1)は内容(1)(2)(3) 

(2)は(4)〜(8) 

(3)は(9) 

・各目標は，それぞ

れ，「活動」→「気付

き・思考」→「学びに

向かう態度」という構

成になっている。 

 

 (4)は，内容の取扱い

(2)へ移動。 

 

 

 

●内容の階層性を「ラ

ベル」をつけて表示 

〔学校，家庭及び地域

の生活に関する内容〕 

内容(1)(2)(3) 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

（1） 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々

や友達のことが分かり，楽しく安心して遊びや生活ができるよ

うにするとともに，通学路の様子やその安全を守っている人々

などに関心をもち，安全な登下校ができるようにする。 

 

 

（2）家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどに

ついて考え ，自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正

しく健康に気を付けて生活することができるようにする。 

 

 

（3）自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や

様々な 場所とかかわっていることが分かり，それらに親しみ

や愛着をもち，人々と適切に接することや安全に生活すること

ができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校生活に関わる活動を通して，学校の施設の様子や学校生

活を支えている人々や友達， 通学路の様子やその安全を守っ

ている人々などについて考えることができ，学校での生活は

様々な人や施設と関わっていることが分かり，楽しく安心して

遊びや生活をしたり，安全な登下校をしたりしようとする。 

 

(2) 家庭生活に関わる活動を通して，家庭における家族のことや

自分でできることなどについて考えることができ，家庭での生

活は互いに支え合っていることが分かり，自分の役割を積極的

に果たしたり，規則正しく健康に気を付けて生活したりしよう

とする。 

(3) 地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり

働いたりしている人々について考えることができ，自分たちの

生活は様々な人や場所と関わっていることが分かり，それらに

親しみや愛着をもち， 適切に接したり安全に生活したりしよ

うとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●文言の統一 

[学習活動・学習対象] 

「活動を通して」 

[思考力・判断力] 

「~することができ」 

[学びに向かう力・態

度] 

「しようとする」 

 

●(1)学校生活 

「学校での生活は様々

な人や施設と関わってい

ることが分かり」が追加

され，自分との関わりを 

重視。 

●(2)家庭生活 

「互いに支え合ってい

ることがわかり」と，

支え合っていることを

追加。 

●(3)地域に関わる活動 

 実際に活動に関わる

ことが求められる。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

（4）公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使うもの

があることやそれを支えている人々がいることなどが分かり，そ

れらを大切にし，安全に気を付けて正しく利用することができる

ようにする。 

 

（5）身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動

を行ったりなどして， 四季の変化や季節によって生活の様子

が変わることに気付き， 自分たちの生活を工夫したり楽しく

したりできるようにする。 

 

（6）身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったり などし

て， 遊びや遊びに使う物を工夫してつくり，その面白さや自

然の不思議さに気付き，みんなで遊びを楽しむことができるよ

うにする。 

（7）動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変

化や成長の様子に関心をもち，また，それらは生命をもっている

ことや成長していることに気付き，生き物への親しみをもち，大

切にすることができるようにする。 

 

 

〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容〕 

 

 

 

 

(4) 公共物や公共施設を利用する活動を通して，それらのよさを

感じたり働きを捉えたりすることができ，身の回りにはみんな

で使うものがあることやそれらを支えている人々がいることな

どが分かるとともに，それらを大切にし，安全に気を付けて正

しく利用しようとする。 

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事に関わったりす

るなどの活動を通して，それらの違いや特徴を見付けることが

でき，自然の様子や四季の変化，季節によって生活の様子が変

わることに気付くとともに，それらを取り入れ自分の生活を楽

しくしようとする。 

(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりするなど

して遊ぶ活動を通して，遊びや遊びに使う物を工夫してつくる

ことができ，その面白さや自然の不思議さに気付くとともに，

みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。 

(7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの

育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって働きかけることが

でき，それらは生命をもっていることや成長していることに気

付くとともに，生き物への親しみをもち，大切にしようとす

る。 

 

〔身近な人々，社会及

び自然と関わる活動に

関する内容〕 

(4)(5)(6)(7)(8) 

 

●(4)より具体的な活動 

 公共物や公共施設を

利用する活動が明確化 

 

 

●(5)違いや特徴 

 継続的な観察や地域

行事への積極的な参加

が求められる。 

 

●(6)遊びを創り出す 

 指示された遊びを行

うのではなく，主体

性，創造性が求められ

る。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

（8）自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動

を行い，身近な人々とかかわることの 楽しさが分かり，進ん

で 交流することができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

（9）自分自身の 成長を振り返り，多くの人々の支えにより自分

が大きくなったこと，自分でできるようになったこと，役割が

増えたことなどが分かり，これまでの生活や成長を支えてくれ

た人々に感謝の気持ちをもつとともに，これからの成長への願

いをもって，意欲的に生活することができるようにする。 

 

 

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い  

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 

（1） 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に

把握できるような学習活動を行うこととし，校外での活動を積

極的に取り入れること。 

 

 

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動

を通して，相手のことを想像したり伝えたいことや伝え方を選

んだりすることができ，身近な人々と関わることのよさや楽し

さが分かるとともに，進んで触れ合い交流しようとする。 

 

 

 

〔自分自身の生活や成長に関する内容〕 

 

 

(9) 自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して，自分のこと

や支えてくれた人々について考えることができ，自分が大きく

なったこと，自分でできるようになったこと，役割が増えたこ

となどが分かるとともに，これまでの生活や成長を支えてくれ

た人々に感謝の気持ちをもち，これからの成長への願いをもっ

て，意欲的に生活しようとする。 

 

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 

(1) 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中

で育む資質・能力の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深

い学びの実現を図るようにすること。その際，児童が具体的な

活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生か

し，自分と地域の人々，社会及び自然との関わりが具体的に把

●(8)相手意識 

 伝え合う活動は，双

方向である。相手のこ

とを意識し伝えたい事

や伝え方を考えること

が必要。 

 

〔自分自身の生活や成

長に関する内容〕 

(9) 

●(9)生活や成長 

成長だけでなく生活

の振り返りも必要。 

 

 

 

 

 

●主体的・対話的で深

い学び 

 学ぶことに興味や関

心をもち，子どもどう

しの協働，教員や地域

の人との対話などを通

して，対象と深くかか
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（2）第 2 の内容の（7）については，2 学年 にわたって取り扱

うものとし，動物や植物へのかかわり方が深まるよう継続的な

飼育，栽培を行うようにすること。 

 

（3） 国語科，音楽科，図画工作科など他教科等との関連を積極

的に図り，指導の効果を高めるようにすること。特に，第 1 学

年入学当初においては，生活科を中心とした合科的な指導を行

うなどの工夫をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

握できるような学習活動の充実を図ることとし，校外での活動

を積極的に取り入れること。 

 

 

(2) 児童の発達の段階や特性を踏まえ，2 学年間を見通して学習

活動を設定すること。 

 

(3) 第 2 の内容の（7）については，2 学年間にわたって取り扱う

ものとし，動物や植物への関わり方が深まるよう継続的な飼

育，栽培を行うようにすること。 

 

(4)  他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高め，低

学年における教育全体の充実を図り，中学年以降の教育へ円滑

に接続できるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。

特に，小学校入学当初においては，幼児期における遊びを通し

た総合的な学びから他教科等における学習に円滑に移行し，主

体的に自己を発揮しながら，より自覚的な学びに向かうことが

可能となるようにすること。その際，生活科を中心とした合科

的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫

をすること。 

 

 

 

 

わり，問題を解決した

り，自分の考えを形成

したりしていく。 

 

●2 年間を見通す 

・飼育栽培だけでなく 

遊び等全ての活動につ

いて，2 年間を見通し

ての学習活動の設定が

必要。 

 

●生活科のカリキュラ

ム・マネジメント 

 生活科を就学前教育

との接続で考えたり，

小学校教育全体で考え

たりしていくことが求

められる。 

「教科との関係」 

 国語科，音楽家，図

画工作科などの例事か

ら他教科等に拡大，ま

た低学教育全体に拡

大。 

「学年以降への教育へ
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（4）第 1 章総則の第 1 の 2 及び第 3 章道徳の第 1 に示す道徳教育

の目標に基づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第

3 章 道徳の第 2 に示す内容について，生活科の特質に応じて

適切な指導をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じ

る困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的

に行うこと。 

(6) 第 1 章総則の第 1 の 2 の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，

道徳科などとの関連を考慮しながら，第 3 章特別の教科道徳の

第 2 に示す内容について，生活科の特質に応じて適切な指導を

すること。 

の接続」 

 生活科から 3 年生以

降の教科，総合的な学

習の時間等への接続。 

「学年当初（スタート

カリキュラム）」 

 入学当初，幼児期か

らの学びや成長の連続

性を生かすスタートカ

リキュラムを重視。 

「弾力的な時間割の設

定」 

 合科・関連的な指導

をする上で，４５分に

縛られず弾力的な時間

割を設定することが必

要。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

２ 第 2 の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものと

する。 

（1）地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体

的に扱うよう学習活動を工夫すること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（2）具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えさせる

ため，見付ける，比べる，たとえる などの多様な学習活動を工

夫すること。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

２ 第 2 の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体

的に扱うよう学習活動を工夫すること。 

 

(2) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうと

ともに，それらを通して気付いたことや楽しかったことなどに

ついて，言葉，絵，動作，劇化などの多様な方法により表現

し，考えることができるようにすること。また，このように表

現し，考えることを通して，気付きを確かなものとしたり，気

付いたことを関連付けたりすることができるよう工夫するこ

と。 

(3) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えること

ができるようにするため，見付ける，比べる，たとえる，試

す，見通す，工夫するなどの多様な学習活動を行うようにする

こと。 

 

 

(4) 学習活動を行うに当たっては，コンピュータなどの情報機器

について，その特質を踏まえ，児童の発達の段階や特性及び生

活科の特質などに応じて適切に活用するようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●表現活動 

 旧学習指導要領の各

学年目標の(4)に位置付

いていたものが，ここ

に移動された。 

 

 

●気付き 

表現を通して，気付き

を確かなものにする。試

す，見通す，工夫する，

の文言が追加。 

 

●コンピュータ 

 学習活動の中で，発

達段階に応じた指導が

必要。 

・実物投影機 

・電子黒板 

・タブレット 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

（3）具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢

者，障害のある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことがで

きるようにすること。 

（4）生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然

及び自分自身にかかわる学習活動の展開に即して行うようにす

ること。 

 

(5) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢

者，障害のある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことがで

きるようにすること。 

(6) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然

及び自分自身に関わる学習活動の展開に即して行うようにする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 


